
平成２４年２月１０日 

 

食品安全委員会での審議等の状況 

 

１．リスク管理機関からの意見聴取 

農薬名 委員会 意見聴取の内容 

サフルフェナシル 

2012/1/26（第 416 回）

2 度目、適用拡大 

シアゾファミド 6 度目、適用拡大 

スピネトラム 3 度目、適用拡大 

ピラクロストロビン 3 度目、適用拡大、インポートトレランス

フルベンジアミド 4 度目、適用拡大、インポートトレランス

ペンディメタリン 2 度目、適用拡大 1) 

ペンフルフェン 初回、新規、魚介類 

ボスカリド 4 度目、適用拡大 

フルオルイミド 初回、適用拡大、暫定基準 

テフルベンズロン 初回、適用拡大、暫定基準 

シハロトリン 初回、暫定基準、暫定基準（飼料） 

エチオン 初回、暫定基準（飼料）2) 

カルボフラン 初回、暫定基準（飼料）2) 

キャプタン 初回、暫定基準（飼料）3) 

ダイアジノン 初回、暫定基準（飼料）4) 

ホスメット 初回、暫定基準（飼料）5) 

ホレート 初回、暫定基準（飼料）2) 

ジクロルボス及びナレド 初回、暫定基準（飼料）6) 

アラクロール 2 度目、暫定基準（飼料） 
1) 暫定基準（飼料）については平成 23 年 1 月 20 日第 363 回食品安全委員会にて別途意見聴取 
2) 暫定基準については平成 21 年 2 月 12 日第 273 回食品安全委員会にて別途意見聴取 
3) 暫定基準、適用拡大については平成 19 年 6 月 28 日第 196 回、平成 21 年 12 月 17 日第 314 回食品安全
委員会にて別途意見聴取 

4) 魚介類については平成 20 年 8 月 21 日第 251 回食品安全委員会にて別途意見聴取 
5) 暫定基準については平成 22 年 3 月 4 日第 322 回食品安全委員会にて別途意見聴取 
6) 暫定基準については平成 21 年 3 月 26 日第 279 回食品安全委員会にて別途意見聴取 

 

２．国民からの御意見・情報の募集 

農薬名 委員会 期間 

クレソキシムメチル 2012/1/19（第 415 回） 2012 年 1 月 19 日から 2 月 17 日まで 

テブフロキン 2012/1/19（第 415 回） 2012 年 1 月 19 日から 2 月 17 日まで 

ビキサフェン 2012/1/19（第 415 回） 2012 年 1 月 19 日から 2 月 17 日まで 

資料６ 



フルトリアホール 2012/1/19（第 415 回） 2012 年 1 月 19 日から 2 月 17 日まで 

 

３．リスク管理機関への通知 

農薬名 委員会 通知日 ADI 

トリフルラリン 2012/1/26（第 416 回） 1/26 0.024 mg/kg 体重/日 

フルチアニル 2012/1/26（第 416 回） 1/26 2.4 mg/kg 体重/日 

メタゾスルフロン 2012/1/26（第 416 回） 1/26 0.027 mg/kg 体重/日 

アバメクチン 2012/2/9（第 418 回） 2/9 0.0006 mg/kg 体重/日 

シメコナゾール 2012/2/9（第 418 回） 2/9 0.0085 mg/kg 体重/日 

シラフルオフェン 2012/2/9（第 418 回） 2/9 0.11 mg/kg 体重/日 

 


